
不安や心配事を相談支援員が一緒に
考え、解決のお手伝いをします。
【日時】平日9:00～17:30
【対象】仕事・家計・家庭・生活にお困り
の方
【場所・予約・問合】自立相談支援窓口 
区役所 1階9番窓口
　  06-6466-9530

集中豪雨や津波など水災害から生命
と財産を守る「水防団」の活動に参加
してくださる方を募集しています。あ
なたの地域の水防活動に、その力を発
揮してみませんか？
【訓練】年2～3回程度
【報酬】班員：年間報酬4,200円・出勤
6,500円/回（上限）・訓練6,500円/回
【入団資格】区内に在住・在勤・在学の
18歳以上の方
【問合】淀川左岸水防事務組合
　  072-841-2310

水害から街を守る
水防団員募集中！

区役所での各種相談 【場所】区役所3階 相談室
※その他の相談については、此花区ホームページをご覧ください。

建築相談
【建築･購入アドバイスなど】

法律相談

司法書士相談
【登記・債務整理など】

行政相談
【国の施策など】

不動産相談
【賃貸借・売買・空き家など】

①5/11（月）
②5/25（月）
13:00～17:00
※1組30分まで

5/19（火）
13:00～16:00
※1組30分まで

5/12（火）
13:00～15:00

5/26（火）
14:00～16:00

5/8（金）
13:00～16:00

2組

各日
16組

12組

若干名

6組

【問合】政策共創課 31番窓口
　  06-6466-9683
15:00まで受付

河川をやさしく見守ってくださる河川
愛護モニターを募集します。
【活動期間】7月～令和9年6月（1年
間）
【活動内容】淀川に行き、見たこと・感
じたことを月1回以上レポート報告
【応募資格】此花区内の淀川近辺在住
の20歳以上で、インターネット環境を
お持ちの方
【募集人数】若干名
【謝礼】月4,500円程度
【申込】5/31（日）までにホームページ
にて
【問合】淀川河川事務所  
管理課
　  072-843-2861

河川愛護モニター募集 生活困窮者自立支援相談

【日時】平日9:00～17:30
【対象】犯罪被害にあわれた方やその
ご家族・遺族、関係者など
【場所・問合】市民局人権企画課  
（市役所4階）
　  06-6208-7489  
 　 06-6202-7073

犯罪被害者等支援
のための総合相談窓口

定員 予約・問合相談名 日時

無料

要予約 先着順

要予約 先着順

要予約 先着順

要予約 先着順

〈予約専用AI電話（24時間受付）〉
　  050-1808-6070
①5/1（金）12:00～5/11（月）10:00まで受付
②5/18（月）12:00～5/25（月）10:00まで受付

〈行政オンラインシステム〉
予約方法はこちら→
5/12（火）9:00～
5/15（金）17:30まで受付
〈電話〉政策共創課 31番窓口
　  06-6466-9683 当日9:00～15:00まで受付

〈電話〉大阪府宅地建物取引業協会北支部
　  06-6357-5821
（平日10:00～12:00、13:00～15:30）
相談日前日まで受付

〈電話〉（一社）大阪府建築士事務所協会第六支部
　  06-6445-7172
（平日10:00～17:00）
相談日前日まで受付

募 集 相 談

無料

無料

FAX

10
耳や言葉の不自由な方は、此花区役所へのお問い合わせに
　  06-6462-0942をご利用いただけます。FAX52026広報このはな
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